
道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

自
転
車
駐
車
場
で
道
路
上
に
道
路
管
理
者
が
設
け
る
も
の
を
道
路
の
附
属
物
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
の
三
関
係
）

二

道
路
管
理
者
は
、
第
三
十
四
条
の
三
第
六
号
の
自
転
車
駐
車
場
（
道
路
上
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
の
二
関
係
）

第
二

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


